
 

健生食基発 1130 第１号 

令 和 ５ 年 1 1 月 3 0 日 

 

都 道 府 県 

各   保 健 所 設 置 市  衛生主管部（局）長 殿 

特  別  区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局 

 食 品 基 準 審 査 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

食品、添加物等の規格基準別表第１第１表に規定する 

基材を構成するモノマー等について 

 

今般、「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」（令和５年 11 月 30

日付け健生発 1130 第４号厚生労働省健康・生活衛生局長通知）の第３の１のハ

の(1)及びニの(7)において参照するとした別表第１第１表に規定する基材を構

成するモノマー等については下記のとおりですので、貴管内関係者に対する周

知徹底をはじめ、その運用に遺漏なきよう取り計らわれるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 別表第１第１表の物質名欄に掲げる物質について 

１ 別表第１第１表の物質名欄に掲げる物質（以下「基材」という。）の構成

成分については、別紙１～21 に示すこと。ただし、使用制限等欄に「第２表

の通し番号 108(1)及び 108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に

限る。」とある場合は、基材の構成成分としては使用できない。 

２ 別紙１～20 において構成成分が示されている基材については、以下に従

うこと。また、別紙１～20 において構成成分が示されている基材について

は、塗膜用途にも使用できること。なお、塗膜用途とは、表面コーティング

及び接着剤の層状の被膜を形成させることが目的であること。 

イ 別紙１～20 の表中「必須モノマー」、「任意の物質」、「必須の化学処理」

及び「任意の化学処理」（以下「「必須モノマー」等」という。）に由来する

部分の合計が質量百分率として 98％を超えて含むものでなければならな

いこと。また、２％未満の「必須モノマー」等に該当しない部分について

は、別紙１～20 に示されていなくても差し支えないこと。 

⑴ 「必須モノマー」について 

   ⅰ 「必須モノマー」とは、基材の主な構成成分として用いる物質を指

し、第１表における物質分類の指標となる物質であること。 



 

   ⅱ 基材の構成成分として「必須モノマー」と同様の構造を有する物質

であれば、「必須モノマー」の誘導体又はあらかじめ複数の「必須モノ

マー」を反応させた物質を用いても差し支えないこと。 

  ⑵ 「任意の物質」について 

   ⅰ 「任意の物質」とは、基材の副次的な構成成分として用いる物質を

指すこと。 

   ⅱ 基材の構成成分として「任意の物質」と同様の構造を有する物質で

あれば、「任意の物質」の誘導体又はあらかじめ複数の「任意の物質」

を反応させた物質を用いても差し支えないこと。 

   ⅲ 使用制限等欄において分子量についての定めがある場合を除き、「任

意の物質」のみで構成される部分の分子量は 1000 未満であること。 

  ⑶ 「必須の化学処理」及び「任意の化学処理」について 

   ⅰ 官能基のみを重合体に組み込む場合や重合反応とは異なる特殊な条

件下で行う場合等の処理を指すこと。 

   ⅱ 処理の手法、条件等については特に限定しないこと。 

   ⅲ 重合前の「必須モノマー」及び「任意の物質」に対しては適用でき

ないこと。 

ロ 使用制限等欄及びその他に記載された事項は、基材を構成する上で参照 

すべき事項であること。 

⑴ 質量百分率を示すには、％の記号を用いること。また、物質 100mol 中

の物質量（mol）を示すには、mol％の記号を用いること。 

⑵ 「必須モノマー」の使用制限等欄に「必須モノマーの合計は重合体の

構成成分に対して 50％以上であること。」とある場合、重合体の構成成

分に対する「必須モノマー」等の質量百分率で判断すること。ただし、

「必須モノマー」の割合が重合体の構成成分に対して 50％に満たない

場合は、２％未満の「必須モノマー」等に該当しない部分を重合体の構

成成分の重量から除いて質量百分率を算出し判断しても差し支えない

こと。 

 ハ ブロック重合体及びグラフト重合体の場合、以下に従うこと。 

⑴ ブロック重合体において構成する単位重合体の分子量が 1000 以上の

ものは、その単位重合体ごとに基材であるとみなすこと。 

⑵ グラフト重合体の場合、構成する幹ポリマーとしての単位重合体及び

枝ポリマーとしての単位重合体のうち分子量が 1000 以上のものは、その

単位重合体ごとに基材であるとみなすこと。 

⑶ 構成する単位重合体の分子量が 1000 未満の部分は、単一の基材の一部

分とみなし、すべての構成成分が当該基材のモノマー等として収載され

ていなければならないこと。 

３ 別紙 21 において構成成分が示されている基材である「被膜形成時に化学

反応を伴う塗膜用途の重合体」については、以下に従うこと。 

 イ 別紙 21 の表中「有機化合物」、「天然成分、無機物又はそれらの誘導体」

及び「任意の化学処理」（以下「「有機化合物」等」という。）に由来する部

分が 98％を超えて含むものでなければならないこと。また、「有機化合物」



 

等以外の２％未満の部分については、別紙 21 に示されていなくても差し支

えないこと。 

   ⑴ 「有機化合物」について 

   ⅰ 「有機化合物」とは、基材の主な構成成分として用いる物質を指す

こと。 

   ⅱ 基材の構成成分として「有機化合物」と同様の構造を有する物質で

あれば、「有機化合物」の誘導体又はあらかじめ複数の「有機化合物」

を反応させた物質を用いても差し支えないこと。 

  ⑵ 「天然成分、無機物又はそれらの誘導体」について 

   ⅰ 「天然成分、無機物又はそれらの誘導体」とは、基材の副次的な構

成成分として用いる物質を指すこと。 

   ⅱ 「天然成分、無機物又はそれらの誘導体」の欄中、「天然高分子成分」

とあるのは、天然成分のうち天然物由来の有機高分子物質を指し、有

機化合物とともに使用しなければならないこと。 

  ⑶ 「任意の化学処理」について 

   ⅰ 重合体を改質するために、官能基のみを重合体に組み込む場合や重

合反応とは異なる特殊な条件下で行う場合等の化学的処理を指すこと。 

   ⅱ 処理の手法、条件等については特に限定しないこと。 

   ⅲ 重合前の「有機化合物」、「天然成分、無機物又はそれらの誘導体」

に対しては適用できないこと。 

ロ 使用制限等欄及びその他に記載された事項は、基材を構成する上で参照

すべき事項であること。なお、質量百分率を示すには、％の記号を用いる

こと。また、物質 100mol 中の物質量（mol）を示すには、mol％の記号を用

いること。 

   ハ 「被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途」の化学反応とは、構造を化学

的に変化させる反応を指し、溶剤の揮散は含まれないこと。なお、塗膜用

途の定義については２に従うこと。 

 

第２ 別表第１第２表の通し番号108(1)及び 108(2)に該当する重合体の構成成

分について 

１ 改正後の規格基準告示の別表第１第２表の通し番号 108(1)及び 108(2)に

おける「第１表に該当する重合体」の構成成分については、この通知の別紙

１～20 に示すこと。また、この重合体の取扱いについては第１の４のイ、ロ

及びハの基材の取扱いに準じること。 

 

第３ 適用期日 

 規格基準告示の適用期日を令和７年６月 1 日としていることから、当該通知

に関しても適用期日が令和７年６月１日となること。 

 

第４ 関係通知の廃止 

「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第 18 条第３

項の施行に伴う関係告示の整備について」（令和２年７月２日付け薬生食基発

0702 第２号厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長通知）は、適用期日



 

を以てこれを廃止すること。 
 

 


